
病後児保育とは? 

病気の回復期（病状が安定していて、回

復に向かっている時期）で、医師から病後

児保育の利用が可能と診断されたお子さん

を、病後児専用施設で一時保育する事業で

す。なお、お子さんの保育は担当保育士・

看護師が行い、病状の変化に対応します。 

≪対象児童≫ 

  次のすべてに該当する方 

①豊明市内に住所がある 

②保育園・幼稚園等に通園している乳幼児 

または小学校に通学している児童 

③病気の回復期であるが、集団生活は 

 困難である乳幼児または児童 

④保護者の勤務等の都合により、家庭で保 

育を行うことが困難であること 

  

 

※その他、委託による病児・病後児保育室事業も実施して

います。 

（利用には委託先にて事前手続きが必要です。） 

 
※令和 7 年度より名古屋市在住の方もご利用いただけます。 
 
 

≪登録・問い合わせ≫  
 
豊明市役所 こども保育課 〔新館２階〕 

  〒470-1195  豊明市新田町子持松 1 番 1 

TEL 0562-92-1120 
FAX 0562-92-1168 

     E－mail hoiku@city.toyoake.lg.jp 
 

   

 

持ち物について 
 
《全年齢共通の持ち物》 

○着替え最低１組  
○手拭タオル 
○プラスチックのコップ  
○お弁当（お子さんの好きなものを食べられる 

分ご用意ください。） 
〇はし、スプーン、フォークなど 
○おやつ（２回分）  
○大きめの持ち手付ビニール袋数枚 

（汚れ物等を入れます） 
○水筒（お茶、スポーツドリンクなど） 

お子さんの飲める物をご用意ください。 

（※紙パックのジュースも可） 
 ○バスタオル（大判２枚） 

 
上記以外に、年齢によってお持ちいただきたい

物がありますので、詳細は予約時にご確認くださ
い。 

 

＊持ち物には必ず名前を書いてください 

 

 

 

＜場所＞ 

         信 号    至前後駅 

             名古屋銀行 

５４棟     ５３棟           

 １０４号 

 

えがお   二村台     アオキ    

         保育園      スーパー  

                             

    保育園駐車場※ 

       
※保育園駐車場を 

    唐竹公園   ご利用ください。 

豊明市病後児保育室 

えがお 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ち物について 

「子どもが病気の回復期でま

だ保育園や幼稚園、学校に通わ

せるには少し心配だわ・・・ 

でも、どうしても仕事が休めな

い・・・」 

そんな時、お子さんをお預か

りすることで、子育て家庭の育

児と仕事の両立を応援します。 

 〒４７０-１１３１ 

豊明市二村台３-１-１  

５４棟１０４号 

 

℡（０５６２）９２-２２１１ 

 

mailto:hoiku@city.toyoake.lg.jp


利用方法について 

１ 利用登録（※毎年度更新制です） 
 利用を希望する方は、あらかじめ市役所

こども保育課窓口、または二村台保育園
での登録が必要です。 

 登録受付時間：平日 8 時３０分～１７時 
必要な書類 

 ①病後児保育登録申込書 

 ②健康の記録（病後児保育登録申込書別紙） 
 （母子健康手帳等をご参考の上、ご記入ください。） 
※1 回の登録で、当該年度の 3 月 31 日まで有効です。 

毎年 3 月に翌年度の登録受付を開始します。 
 
 
 
 
 

２ 医療機関受診 
医療機関を受診し「病後児保育利用連絡書」に

より医師から利用可能である診断を受けてく

ださい。 
※利用希望日前日又は当日の受診をお願いします。 

 ※受入状況等によりご利用できない場合もありま
すので、事前に空き状況をご確認いただくことを
お勧めします。 

 
 
３ 利用予約 

医療機関が記入した「病後児保育利用連絡書」

をお手元にご用意して、電話で予約をしてくだ

さい。 
予約受付時間 

利用希望前日 ８時３０分 ～ １７時 
 
※当日予約の場合 

・受付時間：８時３０分 ～ １１時 
・利用開始可能時間については、事前準備等状 

況によりますので、予約時にご確認ください。 
※土曜日の利用については、前日１７時までに予 

約をお願いします。 
※月曜日の利用については、土曜日に予約可能で

す。 
※利用予約と同時に登録を行うことも可能です。 
 

 

 

４ 病後児保育室利用 
 必要書類の提出 

③病後児保育利用連絡書（医師記入） 

④病後児保育利用申込書 

⑤利用児童状況連絡票 

⑥与薬依頼書（投薬が必要な場合のみ） 

↓ 
受入れ可能と判断された場合 

利用が可能 
↓ 

利用料の支払い 
  
 ※前日からのお子さんの様子をお伺いするた

め、保護者の方が時間に余裕をもってお越し
ください。 

   
※当日のお子さんの症状によっては利用をお断

りする場合もありますのでご了承ください。 
   

※利用を中止される場合は、速やかに病後児保
育室に予約キャンセルの連絡をしてください。 

 遅くとも利用当日の午前９時までにはお願い
します。 

 

 

 
 
５ お迎え 
  お迎え時に、病後児保育室での様子を

お伝えします。 

 
★登録、利用等に必要な書類（①～⑥の書類）は、

豊明市ホームページからダウンロードできま
す。 

https://www.city.toyoake.lg.jp/1522.htm 

※市内公立保育園、又は市役所こども保育課窓口でもお渡しで 

きます。 

病後児保育室「えがお」 

≪実施場所≫ 

豊明市二村台 3 丁目 1 番地 1 
豊明団地 54 棟 104 号 

豊明市病後児保育室「えがお」 
 

≪利用日時≫ 

月曜～土曜（祝日・年末・年始を除く） 
 8 時から１８時まで 
 

≪利用期間≫ 

  原則として１回につき連続６日間まで 
 

≪利用料金≫ 

１人あたり１日につき 2,000 円 

※当日の利用開始時に徴収します。おつりの無 

いようご用意ください。 

※生活保護、市民税非課税世帯には減免制度が

ありますので、申請書を提出してください。 
 

≪利用定員≫ 

  １日５人まで 

  ※お預かりするお子さんの状態や予約状況 
等によってはこれ以下の場合もあります 

 

発病 

https://www.city.toyoake.lg.jp/1522.htm

